
議
員
　
就
学
援
助
制
度
は
教
育
委
員
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
報
さ
れ
た
大
変
重
要

な
制
度
。
す
べ
て
の
子
に
等
し
く
安
心
し

て
学
ぶ
機
会
を
保
障
す
る
一
環
と
し
て
、

利
用
が
進
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
き
め

細
か
い
手
立
て
が
重
要
。
援
助
金
の
支
給

方
法
、
小
・
中
学
校
入
学
準
備
に
係
る
費

用
援
助
金
の
支
給
時
期
を
問
う
。

教
育
次
長
　
年
度
当
初
に
申
請
書
を
受
け

付
け
、
６
月
に
住
民
税
課
税
額
の
確
認
、

学
校
及
び
民
生
児
童
委
員
の
意
見
を
も
と

に
、
村
教
育
委
員
会
の
審
議
決
定
を
受
け

て
認
定
し
、支
給
時
期
は
各
学
期
終
了
後
。

入
学
準
備
に
か
か
る
援
助
費
も
１
学
期
末

に
支
給
。

議
員
　
石
川
県
白
山
市
や
福
岡
市
で
は
、

就
学
援
助
費
の
入
学
準
備
金
の
入
学
前
支

給
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
国
は
、
ク
ラ
ブ

活
動
費
・
生
徒
会
費
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
も
支

給
項
目
に
拡
大
し
て
い
る
。
拡
充
を
検
討

し
て
は
ど
う
か
。

教
育
次
長
　
入
学
時
は
学
用
品
等
の
準
備

で
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
が
大
き
い
時

期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
期
の
必
要

な
支
援
と
な
る
よ
う
、
先
進
事
例
の
情
報

収
集
と
支
援
の
充
実
を
検
討
す
る
。ま
た
、

支
援
項
目
の
拡
大
も
検
討
す
る
。
　

無
会
派
　
大
名
美
恵
子
　
議
員

問　

入
学
準
備
品
購
入
を
応
援
す
る
就
学
援

助
制
度
に

答　

先
進
事
例
の
情
報
収
集
と
支
援
の
充
実

を
検
討
す
る

議
員
　
計
画
案
に
多
く
の
疑
問
点
が
あ

る
。
こ
れ
が
不
明
確
で
は
村
民
の
理
解
は

得
ら
れ
な
い
。
①
こ
れ
ま
で
事
故
は
起
き

な
い
か
ら
被
曝
も
し
な
い
と
国
は
言
い
続

け
て
き
た
が
、
住
民
の
被
曝
は
い
つ
か
ら

や
む
な
し
と
な
っ
た
の
か
。
②
事
故
に
よ

る
村
の
被
害
額
は
。
③
原
賠
法
（
原
子
力

損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
）
で
は

不
十
分
だ
が
、
避
難
時
の
健
康
被
害
、
原

発
事
故
の
責
任
の
取
り
方
は
ど
う
す
る
の

か
。

村
民
生
活
部
長
　
①
原
子
力
開
始
時
か
ら

被
曝
の
根
拠
は
あ
る
。
放
射
能
が
出
る
前

の
避
難
を
目
的
と
し
て
い
る
。
②
原
賠
法

で
補
償
さ
れ
る
た
め
被
害
額
の
数
値
を
把

握
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

村
長
　
③
責
任
は
事
業
者
と
国
に
あ
る
。

国
が
原
賠
法
で
経
済
的
に
補
償
す
る
と
考

え
て
い
る
。

議
員
　
計
画
の
最
終
決
定
権
を
も
つ
「
東

海
村
防
災
会
議
」
は
委
員
22
人
中
住
民
は

１
人
だ
け
。
計
画
策
定
に
住
民
を
含
め
、

双
方
向
性
を
も
っ
て
は
ど
う
か
。

村
民
生
活
部
長
　
防
災
の
代
表
者
の
集
ま

り
で
あ
る
か
ら
実
効
性
は
担
保
で
き
る
と

考
え
て
い
る
。

豊
創
会
　
阿
部
　
功
志
　
議
員

問　

広
域
避
難
計
画
で
避
難
時
の
健
康
被
害

の
責
任
は
誰
に

答　

国
が
原
賠
法
で
経
済
的
に
補
償
す
る
と

考
え
る

広域避難計画（案）

一
般
質
問

問　

避
難
計
画
の
策
定
に
住
民
を
含
め

て
は
ど
う
か

答　

こ
の
会
議
で
避
難
計
画
の
実
効
性

は
担
保
で
き
る
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